
特 記 事 項

（ 〒   -    ）

税 理 士 等
氏名・名称

申告書等を持参される場合は、上記（ ）内の税務署へお持
ちください。

「別途提出」欄に○印のある書類は、この送信票（兼送付書）と一緒に提出してください。

利用者識別番号整 理 番 号 1621-0121-0792-6053

受 付 番 号 2026-0316-1900-5256-8112

東京国税局業務センター平塚分室
（平塚税務署） 行

受付番号：2026-0316-1900-5256-8112

還付金の振込について

この送信票（兼送付書）は、電子データで送信した書類や別途税務署に提出する必要がある書類をご確認いただくものです。
提出する書類のない方は、この送信票（兼送付書）の提出は不要です。

添付書類の
提出

提出方法

提出
省略

提 出 先

提出書類

送信（送付）書類名

以下のいずれかの方法で遅滞なく提出してください。
・郵便又は信書便で送付（送料は負担願います。）
・税務署の受付に持参
・税務署の時間外収受箱へ投函
※一部の添付書類については、イメージデータで提出することができます。

詳しくはe-Taxホームページをご確認ください。

税 理 士 等
電 話 番 号

申告書第一表

この送信票（兼送付書）と上記「別途提出」欄に○印のある書類

還付金の振込先口座は、申告された方の本人名義に限ります（店
名、事務所名などの名称（屋号）が含まれる場合などは振込みでき
ない場合があります。）。
なお、一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込み
ができませんので、振込みの可否について、あらかじめご利用の金
融機関にご確認ください。

申告書第二表

受付日時：2026/03/16 19:00:52

給与所得の源泉徴収票情報

医療費控除の明細書（兼医療費通知の記載事項）

医療費通知

寄附した団体等から交付を受けた寄附金の受領証等

公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書

２５４－８５３４

郵便又は信書便で送付する場合：右下に表示されている宛先
税務署の受付又は時間外収受箱へ提出する場合：住所地の所轄税務署

( )

■

254

提出先（郵送等で提出する際に切り離してご利用ください。）

平塚市浅間町9番1号

令和07年分の申告書等送信票（兼送付書）

住 所

氏 名

受 付 日 時

電子
送信

別途
提出

0036
神奈川県平塚市宮松町１２番－１８ー４３２号

ムナカタ ヒサオ

宗像 尚郎

国税庁HP(2026:03:16;19:01:24.9g)

○

○

○

○

○

○

○

○

令和8年03月16日 19:00:52



( ×2.1％)

の申告内容確認票

青 色 分 離

税務署長
年 月 日令和令和

平塚

8 3 16 0 7 年分の所 得 税 及 び
復興特別所得税

国税庁HP(2026:03:16;19:01:24.9g)

(　から　までの計＋　＋　)

第
一
表

国 出 損 失 修 正 特 農

・・※ 個人番号は印字されません

ムナカタ ヒサオ

○　所得金額の証明が必要な方は、納税証明書をご利用ください。　　　　　

〒

0 0

24

納税地

居 所
事業所等

令 和   年
１ 月 １ 日
の 住 所

８

2 5 4 0 0 3 6 個人番号 2 70 63 53生年
月日

神 奈 川 県 平 塚 市 宮 松 町 １ ２ 番 －

１ ８ ー ４ ３ ２ 号

フリガナ

氏 名

1 6 10

収

入

金

額

等

所

得

金

額

等

0 0

1 2 7 1 8 5

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

農 業

不動産

55

配 当

給 与

営業等

宗像 尚郎

区
分

同 上 職 業
会社員

屋 号 ・ 雅 号 世帯主の氏名

宗像 尚郎

世帯主との続柄

本人

振 替 継 続 希 望 種 類 特 農 の
表 示

整 理
番 号 0 8 0 - 5 4 3 3 - 7 3 5 9

電話
番号

自宅・勤務先・携帯

事

業

区
分

公的年金等

その他

業 務

短 期

長 期

一 時

総
合
譲
渡

雑 区
分

ア

ウ

エ

受付日時：2026/03/16 19:00:52

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

イ

54修
正
申
告

6 2 7 0 5 6 7

受付番号：2026-0316-1900-5256-8112

事

業

営 業 等

農 業

不 動 産

配 当

利 子

給与

雑

公的年金等

業 務

そ の 他

7

総 合 譲 渡 ・ 一 時
コ サケ ２１　＋{(　＋　)×／}

合 計

(　＋　＋　＋　)

区
分

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

12

4 3 2 0 5 6 71

修正前の第３期分の税額
(還付の場合は頭に△を記載)

1

4 3 2 0 5 6 71
社会保険料控除

税

金

の

計

算

そ

の

他

届

出

延

納

の

配 当 控 除
又 は 第 三 表 の 　
上の　に対する税額

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

寡婦、ひとり親控除

勤労学生､障害者控除

配 偶 者
(特別)控除

扶 養 控 除

基 礎 控 除

合 計

雑 損 控 除

医療費控除

寄 附 金 控 除

27 28

  から  までの計13

11

31
94

課税される所得金額

26 29

区
分

区
分
1

区
分
2

13

15

16

29

30

　　
～　

23

25

26

27

14

28

18
17

　　
～　20
19

　　
～　22
21

区
分

区
分

0 0 0 0

1 8 7 4 0 7 3
0

9 0 0 0 0
2 3 9 8 2

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 05 8

0

2 5 6 8 0 5 5

4 1 7 5 0 0
2 9 8 5 5 5 5

  から  までの計9

又は第三表(　－　)3012

(特定増改築等)
住 宅 借 入 金
等 特 別 控 除

政党等寄附金等特別控除

住宅耐震改修
特 別 控 除 等
差 引 所 得 税 額

( )－ － － －
－ － － － －

( － )42 43

災 害 減 免 額
再差引所得税額(基準所得税額)

44
復興特別所得税額

所得税及び復興特別所得税の額

( ＋ )44 45

外国税額控除等

源 泉 徴 収 税 額

( － － － )46
申 告 納 税 額

47 48 49

予 定 納 税 額
(第1期分・第2期分)
第３期分
の 税 額
(　－　)

納める税金

還付される税金50 51

配偶者の合計所得金額

公 的 年 金 等 以 外 の
合 計 所 得 金 額

専従者給与(控除)額の合計額

青色申告特別控除額

雑所得･一時所得等の
源泉徴収税額の合計額

未納付の源泉徴収税額

本年分で差し引く繰越損失額

平均課税対象金額

変動･臨時所得金額

延 納 届 出 額

申告期限までに納付する金額

31

32

35

34

33

0 0

　　
～　38
36

　　
～　41
39

　　
～　

43

42

44

45

46

48
47

51

52

50

49

53

58

59

57

56

60

63

64

62

61

65

66

01 3 3 51
2 2 0 4 5 5 0

-

9 6

2 1 9 4 9 5 0

2 3 6 8 2 2 8

2 1 9 4 9 5 0
4 6 0 9 3

2 2 4 1 0 4 3

0 0
1 2 7 1 8 5

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分
1

区
分
2

1 4 3 2 0 5 6 7

0

0 0
0 0 0

受

取

場

所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

三菱ＵＦＪ
銀行 　　
金庫･組合
農協･漁協

横浜
本店･支店
出張所 　
本所･支所

郵便局
名　等

預金
種類

当 座普 通 納税準備 貯 蓄

○
口座番号

記号番号 3 9 2 3 9 4 0

第３期分の税額の増加額

区
分
区
分

公金受取口座登録の同意

現在の
住 所
又は

レ

0

(マイナンバー)

21

区
分

区
分

この申告書に係る通知等がある場合、e-Taxによる通知を希望します。（ 加算税 予定納税 還付金振込）

0

○　この申告書を提出される方は、住民税・事業税の申告書を提出する必要がありません。　　　　　　

公金受取口座の利用

（
単
位
は
円
）

・

・

・

又
は

の
記
入
を
お
忘
れ
な
く
。

45

46

50

52

53

25

特 定 親 族
特 別 控 除

人
数

区
分 0 0 0 0

32 33 34 35 36
37 38 39 40 41



※ 個人番号は印字されません

令和 0 7

国税庁HP(2026:03:16;19:01:24.9g)

の申告内容確認票
整 理
番 号

年分の所 得 税 及 び

配偶者や親族に関する事項(  ～  、 、  )20

氏 名
フリ

住 所

ガナ

屋 号

神奈川県平塚市宮松町１２番－
１８ー４３２号

ムナカタ ヒサオ

宗像 尚郎

所得の内訳 (所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)

16,050,516

給与などの支払者の「名称」
及び「法人番号又は所在地」等 収 入 金 額 源泉徴収税額

円

所得の種類

円
給与

ル ネ サ ス エ レ ク ト ロ ニ ク ス 株 式 会
社

2,346,500

給与
学 校 法 人 慶 応 義 塾
東 京 都 港 区 三 田 二 丁 目 １ ５ 番 ４ ５ 号

10,315 315

受付番号：2026-0316-1900-5256-8112

給与
公 立 大 学 法 人 は こ だ て 未 来 大 学
函 館 市 亀 田 中 野 町 １ １ ６ 番 地 ２

120,640 12,317

給与
リ ネ オ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社
長 野 県 塩 尻 市 小 野 １ ５ ８ ９ 番 地 １

89,096 9,096

東 京 都 江 東 区 豊 洲 三 丁 目 ２ 番 ２ ４ 号
豊 洲 フ ォ レ シ ア

種 目

円
49 源泉徴収税額の合計額 2,368,228

総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(  )

収 入 金 額 必要経費等 差 引 金 額所得の種類

13

保 険 料 等 の 種 類 支払保険料等の計 うち年末調整等以外

社
会
保
険
料
控
除

14
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

特別
障害者

生
命
保
険
料
控
除

15 新 生 命 保 険 料

新 個 人 年 金 保 険 料

介 護 医 療 保 険 料

旧 個 人 年 金 保 険 料

旧 生 命 保 険 料

料

控

除

地
震
保
険

障害者

地 震 保 険 料

旧 長 期 損 害 保 険 料

源 泉 徴 収 票 の と
お り

源 泉 徴 収 票 の と
お り

その他

0

愛媛県宇和島市 ３００００２０３８２０３５、茨城県桜川市
８００００２００８２３１７、熊本県熊本市 ９００００２

０４３１００１ ほか

退職所得のある配偶者・親族の氏名

勤労学生本人に関

する事項

(⑰～⑳)
死別

1,786,573
円

特例適用
条 文 等

離婚

介 護 保 険

生死不明

247,620

0

637,944

円

144,432

0

円

未 帰 還

円

円円

続柄

23,982

生 年 月 日

0

寡婦

雑損控除に関する事項(  )

損 害 の 原 因 損害を受けた資産の種類など

円
・ ・

保険金などで
補塡される
金 額

円

第
二
表

差引損失額の
うち災害関連
支 出 の 金 額

円

損 害 年 月 日

復興特別所得税

損害金額

24

寄附金控除に関する事項(  )

寄附先の
名 称 等 寄附金 419,500円

35

氏 名

40

宗像 祐子 明・大
昭・平

事業専従者に関する事項(   )58

事 業 専 従 者 の 氏 名 個 人 番 号 続 柄 生 年 月 日 従事月数・程度・仕事の内容 専従者給与(控除)額
明・大

昭・平
明・大

昭・平

・ ・

・ ・
住民税・事業税に関する事項

住
民
税

非上場株式の

少 額 配 当 等

非居住者
の 特 例

配当割額
控 除 額

株式等譲渡
所得割額控除額

給与、公的年金等以外の
所得に係る住民税の徴収方法
特別徴収 自分で納付

都道府県、市区町村
への寄附

(特例控除対象)

共同募金、日赤
その他の寄附

都道府県
条例指定寄附

市区町村
条例指定寄附

419,500 24,000

11

事
業
税

非 課 税 所 得 な ど

不動産所得から差し引いた
青 色 申 告 特 別 控 除 額

番
号

所得
金額

損 益 通 算 の 特 例 適 用 前 の
不 動 産 所 得

事業用資産の譲渡損失など

前年中の
開(廃)業 開始・廃止 月

日

他都道府県の事務所等

円

上記の配偶者・親族・事業専従者
の う ち 別 居 の 者 の 氏 名 ・ 住 所

氏
名

住
所

30条 33条の2

税 理 士 法 書 面 提 出

税理士署名・電話番号

個 人 番 号

─────────────────────────────────────

円

措法41の18の3

87,500

0

0

0

0

0

0

0

・ ・39 5 25○配偶者

明・大
昭・平・令 ・ ・

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

明・大
昭・平・令 ・ ・

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

障 害 者 国外居住 住 民 税 その他

障 特障 国外 年調 同一○ 別居

明・大
昭・平・令 ・ ・

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

個 人 番 号

障 特障 年調 16 別居

障 特障

明・大
昭・平・令 ・ ・

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

住宅

年調 16 別居

障 特障

特個

年調

続 柄

明・大

昭・平 ・ ・

生 年 月 日

所得税で控除対象配偶者
な ど と し た 専 従 者

氏
名

給
与

円

退職所得を除く所得金額 障 害 者 寡婦・ひとり親

16 別居

障 特障 年調 16 別居

特個

受付日時：2026/03/16 19:00:52

特個

特個

特個

特障 調整

国外

寡婦 ひとり親障

円 円

年調以外かつ
専修学校等

ひとり親

16

27

29

円 円 円 円 円 円 円 円

円

円

特親

87,500

万円



　　　　　　　　　　　　　』により計算を行います。

　　　　　｣ 欄に必要事項を記入し、次に、 ｢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」欄で公益社団法人等寄附金特
　　　　　　　の｢　　　　　」欄の　　　　　　　　　　　　　　　　　までの記入が終わったら、まず、 ｢　　　　

( 令 和 　 年 分 )

　この明細書は、本年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金で一定のもの（以下 ｢公益社団法人等寄附金｣ といいま
す｡) があり、その寄附金について公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受ける場合に、公益社団法人等寄附金特別控除
額を計算するために使用します｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

07

公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書

寄附金の区分等

公益社団法人等寄附金の額

① 以 外 の 寄 附 金 の 額

（⑨と⑪のいずれか少ない方の金額）

① ＋ ②

所 得 金 額 の 合 計 額

寄附金の

区 分 等

④　　×　　40 ％

①

②

③

④

⑤

円

１

公益社団法人等寄附金特別控除額の計算２

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑤ － ②

　 と 　 の い ず れ か
少 な い 方 の 金 額
① ⑥

×　 40 ％

令 和   年 分 の 所 得 税 の 額

⑩　　×　　25 ％

公益社団法人等寄附金特別控除額

　　　　　　の「　　　　　」欄の　　　　　　　　　　

円(赤字のときは０)

(赤字のときは０)

(100円未満の端数切捨て)

(100円未満の端数切捨て)

※　肉用牛の売却による農業所得の課税の特例を受ける所得のある方は、税務署にお尋ねください。

公益社団法人等寄附金の額の合計額を書いてください。

（公益社団法人等寄附金の内訳）

　　　　　　の｢　　　　　　　　　　　｣欄の　　　の

金額を転記してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　

寄附先の名称 寄附年月日 金 額

円

政党等寄

(注)次の場合には､それぞれ次の金額を加算してください。
・退職所得及び山林所得がある場合……その所得金額　
・ほかに申告分離課税の所得がある場合……その所得金額
　(特別控除前の金額)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　の 　の金額を転記してください。

氏 名

７

　　　　　　の｢　　　　　｣欄の　　を転記してください。

確
認
用
で
す
。

( ⑦　－　⑧ )

申告書第一表 税金の計算 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除

・ ・

・ ・

・ ・

こ
の
明
細
書
は
、

　なお、公益社団法人等寄附金特別控除のほか、認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除又は政党等寄附金特別控除の適用も受け

＜

＜

＜

＜

＜

宗像 尚郎

24,000

32

申告書第二表

る方は、この計算明細書の計算の次に、それぞれ順に『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』又は『　　　　

寄附金控除に関する事項 寄附金

申告書第一表

　　　　　　　　　　　　　』の　の金額又は『　　　　

419,500 127 31 24,000
日本ユニセフ協会

443,500

14,320,567

5,728,226

5,308,726

24,000

0

9,600

2,204,550

551,100

9,600

１　寄附

別控除額の計算をします｡

なお、損失申告の場合には、　　　　　　　　　　　　
の｢　　　　　　　　　　　　　｣欄の　 の金額を転記し
てください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国税庁HP(2026:03:16;19:01:24.9g)

認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除額の計算明細書
附金特別控除額の計算明細書

　　　　　　　　　　　　　』の　の金額と合計し、その

　（　 ～　 欄）に転記してください。　　　　　　　　　36 38
ほかに、認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除又は政党等寄附
金特別控除の適用を受ける場合には、『　　　　　　　　　
附金特別控除額の計算明細書

に記入してください。　　　　　　　　　　　　　　　　

13
附金特別控除額の計算明細書 12
合計額を　　　　　　の　　　　　　　　　　　(　～　欄)

○この計算明細書を使った方は、申 告 書 第 二 表の「特 例 適 用 条 文 等」欄に「措法41の18の3」と書いてください。

２ 千 円  －  　

申告書第一表

②

税金の計算 政党等寄附金等特別控
除

認定ＮＰＯ法人等寄
政党等寄

政党等寄附金等特別控除申告書第一表 36 38

申告書第一表 所得金額等 合計

申告書第四表(損失申告用)
４ 繰越損失を差し引く計算 93

金の区分等 ２　公益社団法人等寄附金特別控除額の計算



（ ＋ ）（ ＋ ）

(2)のうち生命保険や
社会保険（高額療養費
など）などで補塡
される金額

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

２ 医療費（上記１以外）の明細

氏 名

(１)

医療を受けた方
の氏名

×0.05

病院・薬局などの
支払先の名称

(２)

医療費の区分(３) 支払った医療費
の額

国税庁HP(2026:03:16;19:01:24.9g)

(３)

円 円

(1)のうちその年中
に実際に支払った
医療費の額

医療費通知に記載
された医療費の額
（自己負担額）（注）

/

記載されたものをいいます。

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

円 円円

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

２ の 合 計

医 療 費 の 合 計 Ａ Ｂ
円 円

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

支払った医療費

保険金などで
補塡される金額

所得金額の合計額

差引金額

（ Ｃ

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

と10万円のいずれか
少ない方の金額
医療費控除額

①被保険者等の氏名、②療養を受けた年月、③療養を受けた者

円

（マイナスのときは０円）

（合計）

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

Ｂ

－

Ｄ
（赤字のときは０円）

の金額を転記します。

（最高200万円、赤字のときは０円）

（ Ａ－

Ｅ 93

(4)のうち生命保険や
社会保険（高額療養費
など）などで補塡
される金額

宗像 尚郎

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

A 次葉合計 B 次葉合計

令和 07 年分 医療費控除の明細書【内訳書】（確認用）

申告書第一表の｢所得金額等｣の合計欄の金額を転記します。

ウ

（兼医療費通知の記載事項）

ア イ エ

（注）次の場合には、それぞれの金額を加算します。
・ 退職所得及び山林所得がある場合･･･その所得金額
・ ほかに申告分離課税の所得がある場合･･･その所得金額

（特別控除前の金額）
なお、損失申告の場合には、申告書第四表(損失申告用)の

「４繰越損失を差し引く計算」欄の

申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」の医療
費控除欄に転記します。

の氏名、④療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、⑤被保
険者等が支払った医療費の額、⑥保険者等の名称

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

住 所

※医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の６項目が

（例：健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」）

「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて入力する
ことができます。上記１に入力したものについては、入力しないでください。

※ この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

１ 医療費通知(※)に記載された事項

ウ エ

ア イ

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

57,288

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

57,288

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

診療・治療 介護保険サービス
医薬品購入 その他の医療費

14,320,567

716,028

100,000

(２)(１)

0Ｆ ）

57,288

）

３ 控除額の計算

57,288

(４) (５)

57,288

1 1

神奈川県平塚市宮松町１２番－１８ー４３２号

（注）医療費通知には前年支払分の医療費が記載されている場合がありますの
でご注意ください。

確
認
用
で
す
。

〇
こ
の
明
細
書
は
、

〇
左
記
１
、２
に
係
る
領
収
書
等
は
確
定
申
告
期
限
等
か
ら
５
年
間
ご
自
宅
等
で
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。


